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平成２６年労第３９２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び

休業補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日会社Ａ（以下「会社」という。）にパート従業員

として採用され、レンタル収納契約者に対する電話対応業務に従事していた。 

請求人によれば、同年○月○日午前１０時３０分頃、会社事務所内において、

顧客からコンテナに関する電話連絡を受け、担当課長に伝言メモを渡したところ

口論となり、担当課長から左腕を強く引っ張られるという暴行を受け負傷した（以

下「本件災害」という。）としている。 

請求人は、同月○日Ｂ整形外科に受診し「左肩関節腱板損傷」（以下「本件傷

病」という。）と診断された。 

請求人は、本件傷病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に療養

補償給付及び休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人の本件傷病は

業務上の事由によるものとは認められないとして、これらを支給しない旨の処分

をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却

したので、請求人は、更にこの決定を不服として、再審査請求に及んだものであ

る。 

第２ 再審査請求の理由 
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（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争 点 

本件の争点は、請求人の本件傷病が業務上の事由によるものであると認められる

か否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、本件災害の発生状況について、平成○年○月○日付け第三者行為

災害届及び第三者による暴行傷害事故報告において、要旨、Ｃと口論となった

が決着がつかないので席に戻ろうとしたところ、Ｃに左肩と左腕を掴まれ強引

に引っ張られ受傷した、と主張している。 

一方、Ｄは、平成○年○月○日労働基準監督署受付の経緯説明書及び「第三

者証言（当日の立会者）」と題する資料において、要旨、Ｃは、請求人にクレ

ームに対する対応を指示したが応じないため、口論となり、請求人と話し合う

ため別室に移動後（Ｅ同席）、再度口論となり、Ｃが請求人を落ち着かせる意

図で請求人の肩に軽く触れた際、請求人がＣの手を払いのける行為が生じたが、

最終的にはＥの仲裁により握手して終わった、と述べている。また、Ｄは、請

求人が本件災害当日、翌日及び翌々日についても終日通常業務に従事しており、

何をもって本件傷病につながったのか判断に苦しむ旨も述べており、請求人と

Ｄとの間での申述内容に齟齬があり、請求人が主張する本件災害の発生状況を

裏付ける事実は確認できない。 

（２）本件傷病について、Ｆ医師は平成○年○月○日付け意見書において、「左肩

関節前面に圧痛を認め、外転は７０度に制限されており、他動運動でも屈曲、

外旋時に疼痛を訴えた。Ｘ－Ｐにて骨傷はなく、本件傷病と診断した。」と述

べている。 

一方、Ｇ医師は平成○年○月○日付け意見書において、「他人に上肢を引っ
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張られて外傷性の腱板損傷を生じる可能性は極めて低い。仮にその外力によっ

て腱板が損傷したとすると、その直後から痛みや上肢挙上制限が出現すると考

えられる。本件の場合、他人に引っ張られた後２日間就労しており、痛みの訴

えもなかったことから、引っ張られた際に腱板損傷を生じたとは考えられな

い。」、「本件での病歴や症状は、加齢による腱板損傷と肩関節周囲炎と考え

るのが妥当である。」と述べている。 

当審査会においても、関係医証等を検討したが、請求人が席に戻ろうとした

ところを、引き戻すべく他人に上肢を引っ張られたことにより外傷性の腱板損

傷を生じる可能性は低く、臨床的には、その直後から症状が出現すると考えら

れることから、本件傷病は加齢を基盤とした腱板症状であると認めるとしたＧ

医師の意見を妥当であると判断する。 

よって、請求人の本件傷病は業務上の事由によるものとは認められない。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休

業補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理由は

ない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


